
久居ボクシングクラブ　規約
第１条（名称）

名称は、『久居ボクシングクラブ』（以下、「本クラブ」という。）とし、本部を代表者の勤務地に置くこととする。

第２条（目的）
本クラブは、アマチュアボクシング競技の正しい技術の習得と、「理解」「普及」「選手の支援」、
また「施設」「練習用具」「技術・経験｣のシェアを目的とする。

第３条（活動内容）
本クラブは、第２条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。
①不定期に開催する練習会
②ボクシング競技の普及活動
③上記に付随する一切の活動

第４条（組織）
本クラブは、次の役員（意思決定機関）を置く。
①代表（1名）
②コーチ（若干名）

第５条（加入要件）
本クラブののメンバーは、下記の要件のすべてを満たしたもので、サークル代表及びコーチが承認した者とする。
①本クラブ規約に同意した者。
②スポーツ安全保険に加入の意思がある者。

第６条（強制脱退命令）
下記に定める事項のいずれかに該当する場合において、運営チームで判断した場合は、該当するメンバーに対し、
代表は強制的に脱退を命ずることができる。
①本サークル規約、内部規定に違反した者。
②その他本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断される者。

第７条（会費）
①本クラブの活動にかかわる費用は、本クラブ活動の趣旨に賛同していただける方からの会費にて支弁する。
②クラブ費は、￥100/１回（任意）とする。
③クラブ費は、活動年度に退会した場合でも、返還しないものとする。
④クラブ費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。

第８条（免責事項）
本クラブ及び本クラブのメンバーは、活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。

第９条（その他）
①本クラブから、各種団体が運営する大会へは原則参加できない。
②本クラブにおいてスパーリングは、日本ボクシング連盟選手登録をおこなっている者同士でしかおこなわない。
②本クラブにおいてマスボクシングは、日本ボクシング連盟マスボクシング競技規則に則りおこなう。
　・相手に打撃を与えてはならない。
　・マウスピースを必ず着用する。

← 参加申込フォーム


